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令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

第
四
百
八
十
三
号

増

刊

④

　
　
　
　
議
　
　
　
会

○
福
岡
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　
　

（
議
会
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
教
育
委
員
会

○
福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（
教
育
庁
総
務
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
総
務
企
画
課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
教
職
員
課
）
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
雑
　
　
　
報

○
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
）
…
…
…
…
…
四

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
任
用
課
）
…
…
…
…
…
五

　
福
岡
県
議
会
告
示
第
一
号

　

福
岡
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
議
会
議
長　
　

香　

原　

勝　

司　
　

　
　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
議
会
事
務
局
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
十
月
福
岡
県
議
会
公
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
の
表
企
画
主
幹
の
項
中
「
、
課
長
」
を
「
、
当
該
課
（
室
）
の
長
」
に
改
め
、
同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

主　
　
　
　

幹

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
課
（
室
）
の
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
培
わ
れ
た
知
識

、
技
術
及
び
経
験
を
活
か
し
、
当
該
課
（
室
）
の
長
、
副
課
長
又
は
企
画
監
等
を
補
佐

す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
の
表
企
画
主
査
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

指
導
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
培
わ
れ
た
知
識
、
技
術
及
び
経
験

を
活
か
し
職
員
を
指
導
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
の
表
事
務
主
査
の
項
中
「
当
該
」
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

技
術
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
係
長
等
を
補
佐
し
、
技
術
を
処
理
す
る
。

　

第
五
条
第
三
項
中
「
企
画
主
幹
、
企
画
主
査
及
び
事
務
主
査
」
を
「
企
画
主
幹
、
主
幹
、
企
画
主
査

、
指
導
主
査
、
事
務
主
査
及
び
技
術
主
査
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
中
「
磁
気
的
方
法
を
」
を
「
磁
気
的
方
法
」
に
改
め
る
。

　

別
表
議
事
課
の
部
議
事
第
一
係
の
項
第
三
号
中
「
建
築
都
市
委
員
会
」
を
「
県
土
整
備
委
員
会
」
に

改
め
、
同
部
企
画
係
の
項
第
三
号
中
「
県
土
整
備
委
員
会
」
を
「
建
築
都
市
委
員
会
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
三
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次

目

次

教
育
委
員
会
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の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
十
一
条
中
「
教
育
事
務
所
の
分
掌
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
」
を
「
前
条
第
二

項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
教
育
事
務
所
に
あ
っ
て
は
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
管
轄
区
域
に
つ
い
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
北
九
州
教
育

事
務
所
の
管
轄
区
域
に
係
る
給
与
に
関
す
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
筑
豊
教
育
事
務
所
が
分
掌
す
る
。

」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
管
理
係
及
び
教
職
員
係
」
を
「
総
務
係
」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
美
術
館
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
立
美
術
館
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

美
術
図
書
室
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
六
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

　

（
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一

部
改
正
）

第
三
条　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
五
項
の
表
ボ
イ
ラ
ー
技
士
の
項
を
削
る
。

　

（
福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
少
年
自
然
の
家
組

織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
立
社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
少
年
自
然
の

家
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　

第
二
条
の
表
企
画
主
幹
の
項
中
「
又
は
副
所
長
」
を
削
る
。

　

（
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
教

育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
二
号
の
表
十
二
の
項
を
十
三
の
項
と
し
、
七
の
項
か
ら
十
一
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
六
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
企
画
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
企
画
、
調
整
等
に
関
す
る
事
務
に
関
し
、
当
該
課
長
等
を
補
佐

す
る

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

吉
田　

法
稔　
　

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

（
福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
教
育
庁
事
務
分
掌
規
程
（
平
成
三
十
年
三
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
九
条
中
「
各
係
及
び
班
」
を
「
各
係
、
班
及
び
室
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
ロ
中
「
教
務
支
援

シ
ス
テ
ム
及
び
」
を
削
る
。

　
　

第
十
一
条
第
一
号
ロ
中
「
（
前
期
課
程
に
限
る
。
）
」
を
「
、
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
教
育
事
務
所
総
務
課
総
務
係
の
分
掌
事
務
）

　
第
十
五
条　

教
育
事
務
所
総
務
課
総
務
係
の
分
掌
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二　

施
設
設
備
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三　

市
町
村
教
育
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

四　

市
町
村
教
育
委
員
会
の
財
政
運
営
に
関
す
る
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

五　

市
町
村
教
育
委
員
会
委
員
の
異
動
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

六　

市
町
村
立
学
校
の
設
置
及
び
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
こ
と
。
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七　

市
町
村
立
学
校
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
就
学
、
入
学
、
転
学
、
退
学
及
び
進
学
並
び
に
福
利

厚
生
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
学
事
事
務
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

八　

市
町
村
立
学
校
の
教
科
書
の
採
択
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

九　

市
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
児
童
生
徒
に
対
す
る
教
科
書
の
無
償

給
与
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十　

学
校
保
健
、
学
校
給
食
、
学
校
安
全
等
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
一　

県
費
負
担
教
職
員
の
公
立
学
校
共
済
組
合
の
組
合
員
の
資
格
の
得
喪
そ
の
他
組
合
員
に
関

す
る
こ
と
。

　

十
二　

調
査
統
計
（
他
の
室
及
び
班
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
三　

市
町
村
立
学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
整
備
に
関
す
る
国
庫
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
四　

社
会
教
育
及
び
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
補
助
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
五　

福
岡
県
立
青
少
年
訓
練
所
の
財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
六　

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
、
任
免
、
服
務
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

十
七　

県
費
負
担
教
職
員
（
教
育
職
給
料
表
適
用
者
を
除
く
。
）
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
八　

県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
、
報
酬
、
退
職
手
当
等
に
関
す
る
こ
と
（
北
九
州
教
育
事
務
所

を
除
く
。
）
。

　
　

十
九　

県
費
負
担
教
職
員
の
旅
費
の
配
分
及
び
支
給
に
関
す
る
こ
と
（
北
九
州
教
育
事
務
所
を
除

く
。
）
。

　

二
十　

市
町
村
立
学
校
の
学
級
編
制
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
一　

市
町
村
立
学
校
の
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
二　

県
費
負
担
教
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

　

二
十
三　

会
計
年
度
任
用
職
員
等
に
係
る
社
会
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
四　

会
計
年
度
任
用
職
員
等
の
給
与
、
報
酬
、
退
職
手
当
等
に
関
す
る
こ
と
（
北
九
州
教
育

事
務
所
を
除
く
。
）
。

　

（
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
六
年
四
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
四
第
十
五
項
中
「
第
七
十
五
条
」
を
「
第
七
十
五
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
十
一
第
十
五
項
を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十
五　

県
立
ス
ポ
ー
ツ
科
学
情
報
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
に
関
す
る
事
務
（
福
岡
県
事
務
委
任

規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
七
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
知
事
か
ら
委
任
を
受
け
た
事
務
）

　
　
　

こ
の
項
中
福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
福
岡
県
条
例
第

二
十
一
号
）
を
「
条
例
」
と
い
う
。

　

１　

条
例
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
料
の
還
付
を
行
う
こ
と
。

　

２　

条
例
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
料
の
減
免
を
行
う
こ
と
。

  

課
長

  

課
長

　
　

別
表
十
三
教
育
事
務
所
長
の
項
第
二
項
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

教
育
事
務
所
長
　

10　

夜
間
学
級
担
当
手
当
の
支
給
を
受
け
る
県
費
負
担
教
職
員
を
認
定
す
る
こ
と
。

　

（
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
八
月
福
岡
県
教

育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
八
条
第
七
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ニ　

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
無
線
局
の
開
設
及
び
維
持

に
必
要
な
申
請
、
届
出
等
を
行
う
こ
と
。

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

吉
田　

法
稔　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
職
員
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
八
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教

育
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
中
３
の
項
を
削
り
、
４
の
項
を
３
の
項
と
し
、
５
の
項
か
ら
13
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。

　
　
　

附
　
則

　

一　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

二　

こ
の
訓
令
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
貸
与
を
受
け
て
い
る
被
服
は
、
こ
の
訓
令
の
規
定
に
よ
り

貸
与
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
第
一
号

　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。
　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
（
平
成
二
十
五
年
七
月
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
中

「
企
画
・
地
域
振
興
部

総
合
政
策
班

総
合
政
策
課
長

情
報
政
策
班

情
報
政
策
課
長

調
査
統
計
班

調
査
統
計
課
長

交
通
政
策
班

交
通
政
策
課
長

市
町
村
振
興
局
政
策
支
援
班

政
策
支
援
課
長

行
財
政
支
援
班

行
財
政
支
援
課
長

を

空
港
対
策
局

空
港
政
策
班

空
港
政
策
課
長

空
港
事
業
班

空
港
事
業
課
長

国
際
局

国
際
政
策
班

国
際
政
策
課
長

地
域
班

地
域
課
長

東
京
連
絡
班

東
京
事
務
所
長

」

「
企
画
・
地
域
振
興
部

総
合
政
策
班

総
合
政
策
課
長

情
報
政
策
班

情
報
政
策
課
長

調
査
統
計
班

調
査
統
計
課
長

交
通
政
策
班

交
通
政
策
課
長

市
町
村
振
興
局
政
策
支
援
班

政
策
支
援
課
長

に
、

行
財
政
支
援
班

行
財
政
支
援
課
長

空
港
対
策
局

空
港
政
策
班

空
港
政
策
課
長

空
港
事
業
班

空
港
事
業
課
長

国
際
局

国
際
政
策
班

国
際
政
策
課
長

国
際
交
流
班

国
際
交
流
課
長

東
京
連
絡
班

東
京
事
務
所
長

」

「
人
づ
く
り
・
県
民
生

活
部

社
会
活
動
推
進
班

社
会
活
動
推
進
課
長

文
化
振
興
班

文
化
振
興
課
長

男
女
共
同
参
画
推
進
班

男
女
共
同
参
画
推
進
課
長

生
活
安
全
班

生
活
安
全
課
長

私
学
振
興
・

青
少
年
育
成

局

政
策
班

政
策
課
長

を

私
学
振
興
班

私
学
振
興
課
長

青
少
年
育
成
班

青
少
年
育
成
課
長

ス
ポ
ー
ツ
局

ス
ポ
ー
ツ
企
画
班

ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
長

ス
ポ
ー
ツ
振
興
班

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長

」

「
人
づ
く
り
・
県
民
生

活
部

社
会
活
動
推
進
班

社
会
活
動
推
進
課
長

文
化
振
興
班

文
化
振
興
課
長

男
女
共
同
参
画
推
進
班

男
女
共
同
参
画
推
進
課
長

女
性
活
躍
推
進
班

女
性
活
躍
推
進
課
長

生
活
安
全
班

生
活
安
全
課
長

私
学
振
興
・

青
少
年
育
成

局

青
少
年
政
策
班

青
少
年
政
策
課
長

に
、

私
学
振
興
班

私
学
振
興
課
長

青
少
年
育
成
班

青
少
年
育
成
課
長

ス
ポ
ー
ツ
局

ス
ポ
ー
ツ
企
画
班

ス
ポ
ー
ツ
企
画
課
長

ス
ポ
ー
ツ
振
興
班

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長

」

「
保
健
医
療
介
護
部

保
健
医
療
介
護
総
務
班

保
健
医
療
介
護
総
務
課
長

健
康
増
進
班

健
康
増
進
課
長

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
班

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
長
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生
活
衛
生
班

生
活
衛
生
課
長

医
療
指
導
班

医
療
指
導
課
長

を

薬
務
班

薬
務
課
長

医
療
保
険
班

医
療
保
険
課
長

高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
班
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
長

介
護
保
険
班

介
護
保
険
課
長

」

「
保
健
医
療
介
護
部

保
健
医
療
介
護
総
務
班

保
健
医
療
介
護
総
務
課
長

ワ
ン
ヘ
ル
ス
総
合
推
進
班

ワ
ン
ヘ
ル
ス
総
合
推
進
課
長

健
康
増
進
班

健
康
増
進
課
長

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
班

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
長

生
活
衛
生
班

生
活
衛
生
課
長

に
改
め
る
。

医
療
指
導
班

医
療
指
導
課
長

薬
務
班

薬
務
課
長

医
療
保
険
班

医
療
保
険
課
長

高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
班
高
齢
者
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
長

介
護
保
険
班

介
護
保
険
課
長

」

　

別
表
第
四
中

「
人
づ
く
り

・
県
民
生

活
部

社
会
活
動
推
進
班

一　

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

生
活
安
全
班

一　

生
活
関
連
物
資
の
価
格
、
需
給
状
況

に
関
す
る
こ
と
。

二　

消
費
者
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

を

私
学
振
興
・
青

少
年
育
成
局

政
策
班

一　

公
立
大
学
法
人
に
対
す
る
感
染
予
防

啓
発
、
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

私
学
振
興
班

一　

私
立
学
校
に
対
す
る
感
染
予
防
啓
発

、
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

」

「
人
づ
く
り

・
県
民
生

活
部

社
会
活
動
推
進
班

一　

部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

生
活
安
全
班

一　

生
活
関
連
物
資
の
価
格
、
需
給
状
況

に
関
す
る
こ
と
。

二　

消
費
者
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
る
。

私
学
振
興
・
青

少
年
育
成
局

青
少
年
政
策

班

一　

公
立
大
学
法
人
に
対
す
る
感
染
予
防

啓
発
、
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

私
学
振
興
班

一　

私
立
学
校
に
対
す
る
感
染
予
防
啓
発

、
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

」

附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

山　

口　

幸　

雄　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
福
岡
県
職
員
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
採
用
試
験
の
項
中
「
教
養
試
験
」
を
「
基
礎
能
力

試
験
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

「
基
礎
能
力
試
験
」
と
は
、
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
基
礎
的
な
能
力
に
つ
い
て
の
択
一
式
に
よ

る
筆
記
試
験
を
い
う
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




